
番号 質問 回答

1

募集要項 3（6）
現在、大分県競争入札参加資格者名簿に未登載であり、登録申請を予定して
いますが、名簿登載が本件の参加表明等の期限までに間に合わない可能性が
あります。 この場合、募集要項記載の必要書類を提出し資格審査を受けること
で、本企画提案競技への参加は可能でしょうか。 あわせて、追加で必要となる
手続き等があればご教示ください。

大分県競争入札参加資格者名簿に登載されている者でない場合は、募集要項
6（2）②に記載の必要書類を提出し、資格審査を受けてください。資格審査の結
果、参加資格基準を満たす場合は、本企画提案競技への参加が可能です。

2

仕様書 5（1）①
収穫体験の対象とする県産農林水産物について、県として指定または想定して
いる品目があればご教示ください。 指定がない場合は、事業目的に沿って受託
者が提案する理解でよろしいでしょうか。

県として指定している品目はなく、事業目的に沿って受託者が提案するという理
解でよいです。ただし、県内生産量が著しく少ない品目ではなく、県内で広く生産
されている品目や、安定的に生産されている品目等を想定しています。

3

仕様書 5（1）①
収穫体験を実施する農場・圃場・体験場所等については、県において調整済み
の候補があるのでしょうか。 それとも、受託者において企画・選定・関係者との
調整を行う想定でしょうか。

農場・圃場・体験場所等については、県において調整済みの候補はございませ
ん。 受託者において企画・選定・関係者との調整を行ってください。

4

仕様書 5（3）①
講座に登壇する講師について、県として既に想定または依頼予定の講師がいる
場合はご教示ください。
指定がない場合は、事業目的に沿って受託者が講師を提案・手配する想定でよ
ろしいでしょうか。

講座講師については、事業目的に沿って受託者が講師を提案・手配してくださ
い。

5

仕様書 6（2）
「講座実施箇所については県内における地域バランスを考慮すること」とありま
すが、開催地域や開催会場について県として想定・指定している地域があれば
ご教示ください。 また、開催場所については受託者による提案事項として差し支
えないでしょうか。

開催地域や開催会場については、受託者による提案事項としてください。

6

仕様書 6（5）
啓発用資材について、作成部数や配布対象、配布範囲等に関する指定があれ
ばご教示ください。 また、各講座で共通教材として参加者へ配布する形式を想
定して差し支えないでしょうか。

・作成部数　1,000部以上
・配布対象　県民（講座参加者を含む）
啓発用資材は、各講座で共通教材として作成し、参加者へ配布してください。大
分県の食文化保護・継承を啓発するため、本事業の講座以外でも県民に対して
イベント等で配布したいと考えているため、作成部数は1,000部以上を想定して
います。

7
募集要項 3（6）
登録状況は、「物品の製造/物品の販売」において小分類「23:その他」で登録し
ています。参加資格を満たしていますでしょうか。

大分県競争入札参加資格者名簿に登載されていれば、募集要項3(6)の項目に
該当すると言えます。

8
募集要項6(4)
ジョイント・ベンチャーを２社で組む場合、２社とも募集要項3(6)の参加資格を満
たしている必要がありますか。それとも、１社が満たしてればよろしいでしょうか。

ジョイント・ベンチャーを２社で組む場合、２社とも募集要項3の(6)を含む全ての
項目に該当する必要があります。

質問回答（おおいた「食」のストーリー継承事業に係るおおいた食文化継承プロジェクト業務委託）



質問回答（おおいた「食」のストーリー継承事業に係るおおいた食文化継承プロジェクト業務委託）

9
募集要項6(4)
共同企業体協定書のひな型等はございますでしょうか。それとも、任意に作成し
てよろしいでしょうか。

共同企業体協定書は任意に作成してよいです。

10

仕様書5(3)
参加者の確保については、受託業者が独自に行うとの想定でよろしいでしょう
か。若しくは、県のご担当課において、想定する参加者等がございますでしょう
か。

参加者の確保については、受託業者が独自に行うという想定でよいです。


